
公立大学法人宮崎公立大学処務決裁規程 

平成１９年４月１日 

規程第３５号 

（趣旨） 

第１条 理事長の権限に属する処務の決裁については、別に定めがあるもののほか、この

規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 専決 副理事長、理事、事務局長、学部長、附属図書館長、地域研究センター長、

学生部長、教務部長及び課長の職にある者（以下「専決者」という。）が、この規程

に定める範囲の事項について、常時理事長に代わって意思決定を行うことをいう。 

⑵ 代決 理事長又は専決者が不在のときは、一時その者に代わって意思決定を行うこ

とをいう。 

（専決の制限） 

第３条 この規程に定める事項であっても、特に重要又は異例と認められる事務について

は、上司の指示を受けなければならない。 

（代決の制限） 

第４条 特に重要又は異例と認められる事務については、代決することができない。ただ

し、あらかじめその処理について上司の指示を受けたもの又は特に緊急を要するものは、

この限りでない。 

（代決事務の報告） 

第５条 代決した事務については、速やかに上司に報告しなければならない。ただし、軽

易なものについては、この限りでない。 

（専決事項） 

第６条 副理事長、理事、事務局長、学部長、附属図書館長、地域研究センター長、学生

部長、教務部長、企画総務課長、学務課長及び学生支援課長の専決事項は、別表のとお

りとする。 

（事務の代決） 

第７条 理事長が決裁すべき事務については、副理事長が代決する。 

２ 学長専決事項、学部長専決事項、附属図書館長専決事項及び地域研究センター長専決

事項については、事務局長を第１次代決者とし、企画総務課長を第２次代決者とする。 

３ 事務局長専決事項については、企画総務課長を第１次代決者とし、学務課長を第２次

代決者とする。 

４ 学生部長専決事項については、事務局長を第１次代決者とし、学生支援課長を第２次

代決者とする。 

５ 教務部長専決事項については、事務局長を第１次代決者とし、学務課長を第２次代決

者とする。 

６ 課長専決事項については、主務課長補佐を第１次代決者とし、主務係長を第２次代決

者とする。 

７ 第２次代決者は、第１次代決者が不在の場合であって、急施を要する事務に限り、行

うものとする。 

（決裁の経由） 

第８条 学長の決裁を受けようとするときは学部長及び事務局長を、学部長、附属図書館

長、地域研究センター長、学生部長及び教務部長の決裁を受けようとするときは事務局

長を経由しなければならない。 

（特例） 

第９条 この規程に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについて

は、上司の決裁を受けなければならない。 



附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表 

学長専決事項 

１ 軽易な事業の計画に関すること 

２ 大学の教育・研究（役員会、経営審議会及び教育研究審議会の所管事項を除く。）

に関すること 

３ 教授、准教授、講師、助教及び助手（以下「教授等」という。）の兼職等の承認に

関すること 

４ 教授等の職務に専念する義務の免除の承認に関すること 

５ 学部長、附属図書館長、地域研究センター長、学生部長及び教務部長の休暇等の承

認及び欠勤の処理に関すること 

６ 教授等の市外旅行命令に関すること 

７ 教授等の休職処分（心身の故障の場合に限る。）に関すること 

８ 教授等の育児休業の許可に関すること 

９ 教授等の組合休暇の許可に関すること 

事務局長専決事項 

１ 定例の告示、公示に関すること 

２ 他の機関からの連絡、通知、報告等に関する軽易な事項の処理に関すること 

３ 役員会、経営審議会及び教育研究審議会に提出する軽易な議題に関すること 

４ 公印の新調、改刻及び廃棄の決定に関すること 

５ 事務引継書の確認に関すること 

６ 職員（教授等を除く。）の兼業許可に関すること 

７ 職員（教授等を除く。）の休職処分（心身の故障の場合に限る。）に関すること 

８ 職員の育児休業の許可に関すること 

９ 臨時的任用職員の任免に関すること 

10 課長以下の職員の研修に関すること 

11 職員の時間外労働及び休日労働に関する協定の締結に関すること 

12 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること 

13 職員の組合休暇の許可に関すること 

14 学生の募集方法に関すること 

15 学長及び教授等の住宅の入居に関すること 

16 課長の休暇、欠勤等に関すること 

17 課長以下の市外旅行に関すること 

18 課長の時間外勤務等の命令に関すること 

19 課長の市内旅行に関すること 

学部長専決事項 



１ 教授等（学部長、附属図書館長、地域研究センター長、学生部長及び教務部長の職

にある者を除く。以下次号において同じ。）の休暇、欠勤等に関すること 

２ 教授等の市内旅行命令に関すること 

３ 教授等の休講の許可に関すること 

４ 教育課程の編成及び時間割に関すること 

５ 教授等の休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更に関すること 

附属図書館長専決事項 

１ 図書館資料の選定に関すること 

２ 図書館資料の寄贈及び寄託の受入れに関すること 

地域研究センター長 

１ 地域研究センターに係る調査研究課題の選定に関すること 

２ 地域研究センターに係る資料の寄贈及び寄託の受入れに関すること 

学生部長専決事項 

１ 奨学生の推薦の決定に関すること 

２ 学生の就職に係る推薦の決定に関すること 

教務部長専決事項 

 １ 非常勤講師の選考に関すること 

課長共通専決事項 

１ 成規又は定例による軽易な申請、諸届、諸報告及び通報の処理に関すること 

２ 軽易な調査、照会、督促、回答、通知に関すること 

３ 軽易な又は成規による証明書の附与に関すること 

４ 軽易かつ定例の各種統計の作成処理に関すること 

５ 所属職員の市内旅行命令に関すること 

６ 所属職員の休暇、欠勤等の処理に関すること 

７ 所属職員の休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更に関すること 

８ 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること 

９ その所管に係る諸証明の交付に関すること  

10 その所管に係る未収納金の処理及び小口現金の保管通知に関すること 

企画総務課長専決事項 

１ 職員の諸手当等の認定、支給に関すること 

２ 給与の支出命令に関すること 

３ 軽易な登記事務に関すること 

４ 自動車の運行に関すること 

５ 施設使用の許可に関すること 

６ 督促状の発付に関すること 

７ 納入催告状の発付に関すること 

８ 督促状等の公示送達に関すること 

９ 学納金の納入及び納入猶予に関すること 

10 学納金に係る過誤収納金の還付に関すること 

学務課長専決事項 

１ 教務に係る軽易な事務に関すること 

２ 入試広報に係る軽易な事務に関すること 

学生支援課長専決事項 

１ 学生支援に係る軽易な事務に関すること 

２ 就職支援に係る軽易な事務に関すること 

３ 国際交流に係る軽易な事務に関すること 


